
狂
犬
病
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

狂
犬
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
鑑
札
の
内
容
等
）

（
鑑
札
の
内
容
等
）

第
五
条

法
第
四
条
第
二
項
又
は
動
物
の
愛
護
及
び

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

五
号
。
以
下
「
動
物
愛
護
管
理
法
」
と
い
う
。）第

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

三
十
九
条
の
七
第
六
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村

長
（
特
別
区
に
あ
つ
て
は
、
区
長
。
次
項
及
び
第

十
二
条
第
四
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）が
交
付
す

る
鑑
札
（
動
物
愛
護
管
理
法
第
三
十
九
条
の
七
第

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

よ
り
市
町
村
長
か
ら
交
付
さ
れ
た
鑑
札
と
み
な
さ

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

れ
た
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
（
動
物
愛
護
管
理
法
第
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

プ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
除
く
。
以
下
同
じ
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣）

は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市

の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
が
交
付
す
る
鑑
札
に

あ
つ
て
は
、
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

を
具
備
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
市
町
村
長
が
別
に
鑑
札
を
定
め
た
と
き
は
、

次
の
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
条
件
を

満
た
す
限
り
に
お
い
て
、
当
該
鑑
札
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
五
条

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
市
町

村
長
（
特
別
区
に
あ
つ
て
は
、
区
長
。
次
項
及
び

第
十
二
条
第
四
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）が
交
付

す
る
鑑
札
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
（
保
健
所
を
設

置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
が
交
付
す

る
鑑
札
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。）を
具
備
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
市
町
村
長
が
別
に
鑑
札
を
定
め
た

と
き
は
、
次
の
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ

る
条
件
を
満
た
す
限
り
に
お
い
て
、
当
該
鑑
札
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
鑑
札
の
再
交
付
）

（
鑑
札
の
再
交
付
）

第
六
条

犬
の
所
有
者
は
、
鑑
札
を
亡
失
し
、
又
は

損
傷
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
書
き
、
損
傷
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
鑑
札
を
添
え
、
三
十
日
以
内

に
犬
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
市
町
村
長
に
再
交
付

を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
正
当

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
六
条

犬
の
所
有
者
は
、
鑑
札
を
亡
失
し
、
又
は

損
傷
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
書
き
、
損
傷
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
鑑
札
を
添
え
、
三
十
日
以
内

に
犬
の
所
在
地
の

娣
娣
娣
娣
娣
市
町
村
長
に
再
交
付
を
申
請
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 月曜日 第号官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
六
号

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
一
部
の
施

行
に
伴
い
、
並
び
に
狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項

並
び
に
狂
犬
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
六
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
狂
犬
病
予
防

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之





２

前
項
の
規
定
に
よ
り
鑑
札
の
再
交
付
を
申
請
し

た
後
、
亡
失
し
た
鑑
札
を
発
見
し
た
と
き
は
、
五

日
以
内
に
犬
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
市
町
村
長
に

こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
鑑
札
の
再
交
付
を
申
請
し

た
後
、
亡
失
し
た
鑑
札
を
発
見
し
た
と
き
は
、
五

日
以
内
に
犬
の
所
在
地
の

娣
娣
娣
娣
娣
市
町
村
長
に
こ
れ
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
消
除
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
登
録
の
消
除
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

第
十
条

娣
娣
娣
娣娣

法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

よ
り
登
録
を
受
け
た
犬
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
狂
犬
病
予
防

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
六

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

号
。
第
十
七
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。）第
二

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
別
の
事
情
に
該

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

当
す
る
も
の
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
十
条

娣
娣
娣
娣娣

法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

よ
り
登
録
を
受
け
た
犬
が
生
後
二
十
五
年
以
上
で

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

あ
っ
て
、
か
つ
、
死
亡
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

場
合
に
は
、
狂
犬
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

八
年
政
令
第
二
百
三
十
六
号
。
第
十
七
条
に
お
い

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

て
「
令
」
と
い
う
。）第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

定
す
る
特
別
の
事
情
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

一娣

そ
の
犬
が
生
後
二
十
五
年
以
上
で
あ
つ
て
、

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

か
つ
、
死
亡
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
場
合

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

二娣

そ
の
犬
に
関
し
て
第
十
六
条
の
五
の
通
知
を

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

受
け
た
場
合

娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
が
装
着
さ
れ
て
い
る
犬
に
関

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

す
る
読
替
え
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
十
六
条
の
二

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

動
物
愛
護
管
理
法
第
三
十
九
条
の

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
条
第
二
項
の
規

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

定
に
よ
り
市
町
村
長
か
ら
交
付
さ
れ
た
鑑
札
と
み

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

な
さ
れ
た
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
が
装
着
さ
れ
て
い
る

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

犬
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
中
「
及
び
登
録
番
号
」

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

と
あ
る
の
は
「
、
登
録
番
号
及
び
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

プ
の
識
別
番
号
」
と
、
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

中
「
胴
輪
、
鑑
札
」
と
あ
る
の
は
「
胴
輪
」
と
、

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

前
条
第
一
号
ロ
中
「
登
録
番
号
」と
あ
る
の
は「
登

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

録
番
号
又
は
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
」
と

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

す
る
。

娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

（
動
物
愛
護
管
理
法
第
三
十
九
条
の
七
第
五
項
の

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

届
出
）

娣
娣
娣
娣娣

第
十
六
条
の
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

動
物
愛
護
管
理
法
第
三
十
九
条
の

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
条
第
二
項
の
規

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

定
に
よ
り
市
町
村
長
か
ら
交
付
さ
れ
た
鑑
札
と
み

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

な
さ
れ
た
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
が
装
着
さ
れ
て
い
る

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

犬
の
所
有
者
は
、
そ
の
犬
か
ら
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

を
取
り
除
い
た
と
き
は
、
三
十
日
以
内
に
犬
の
所

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
動
物
愛
護
管
理
法

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
三
十
九
条
の
七
第
五
項
の
届
出
を
行
わ
な
け
れ

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

ば
な
ら
な
い
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

（
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
が
鑑
札
と
み
な
さ
れ
な
い
場

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

合
の
鑑
札
の
交
付
等
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
十
六
条
の
六

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

市
町
村
長
は
、
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

が
装
着
さ
れ
て
い
る
犬
に
つ
い
て
、
法
第
四
条
第

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

四
項
の
規
定
に
よ
る
犬
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

の
届
出
（
当
該
市
町
村
長
の
管
轄
す
る
区
域
以
外

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

の
区
域
か
ら
当
該
市
町
村
長
の
管
轄
す
る
区
域
内

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

に
犬
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
に
限
る
。）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

当
す
る
と
き
は
、
当
該
犬
の
所
有
者
に
、
鑑
札
を

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

交
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
犬
の
旧
所
在
地
を
管

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

轄
す
る
市
町
村
長
に
当
該
犬
の
新
所
在
地
を
通
知

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

一娣

犬
の
旧
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
が
当

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

該
犬
に
係
る
動
物
愛
護
管
理
法
第
三
十
九
条
の

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

七
第
一
項
の
通
知
を
受
け
、
同
条
第
二
項
の
規

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

定
に
よ
り
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
が
法
第
四
条

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旧
所
在
地
を
管
轄
す
る

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

市
町
村
長
か
ら
交
付
さ
れ
た
鑑
札
と
み
な
さ
れ

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

た
こ
と

娣
娣
娣
娣娣

（
鑑
札
の
提
出
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

第
十
六
条
の
四

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

法
第
四
条
第
二
項
又
は
動
物
愛
護

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

管
理
法
第
三
十
九
条
の
七
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

鑑
札
の
交
付
を
受
け
た
犬
の
所
有
者
は
、
動
物
愛

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

（
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
が
装
着
さ
れ
て
い
る
犬
の
所

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

在
地
の
変
更
に
係
る
通
知
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
十
六
条
の
五

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
が
装
着
さ
れ
て

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

い
る
犬
の
所
在
地
が
変
更
さ
れ
た
場
合
（
新
所
在

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
の
管
轄
す
る
区
域
以
外

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

の
区
域
か
ら
当
該
市
町
村
長
の
管
轄
す
る
区
域
内

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

に
犬
の
所
在
地
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。）で

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

あ
つ
て
、
新
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
が
当

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

該
犬
に
係
る
動
物
愛
護
管
理
法
第
三
十
九
条
の
七

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
一
項
の
通
知
を
受
け
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

よ
り
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
が
法
第
四
条
第
二
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

の
規
定
に
よ
り
新
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

か
ら
交
付
さ
れ
た
鑑
札
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

新
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
は
、
旧
所
在
地

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
、
当
該
犬
の
新
所
在
地

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

護
管
理
法
第
三
十
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

り
当
該
犬
に
装
着
さ
れ
て
い
る
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

が
鑑
札
と
み
な
さ
れ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
、
犬

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
法
第
四
条
第

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
鑑
札
を
提
出

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
正
当
な
理
由

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

令和年月日 月曜日 第号官 報 



二娣

犬
の
新
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
が
当

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

該
犬
に
係
る
動
物
愛
護
管
理
法
第
三
十
九
条
の

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

七
第
一
項
の
求
め
を
行
つ
て
い
な
い
こ
と

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

２娣

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
市
町
村
長

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

は
、
当
該
通
知
を
し
た
市
町
村
長
に
、
そ
の
犬
の

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

原
簿
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
十
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請

者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又

は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書

類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

第
十
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請

者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又

は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書

類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

七娣

第
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
新
設
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
九
号
）

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 第号官 報


